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ニ
ツ
チ
ョ
ウ
ジ
日
澄
寺

山
品
川
行
動
山
に
在

っ
て
、
日
泌
宗
に
脳
す
る
。
初
め
大
永
-
苅
年
、
日
仲

間
制
小
町
村
に
上
限
曹
を
創
建
し
た
が
、
明
治
近
年

災
に
縦
b
、
什
二
年
今
の
加
に
刺
じ
、
製
作
日
滋
寺

と
政
め
た
。

日
一
ツ
テ
イ
日
底

日
泌
宗
の
併
o
m
制
的
制
妙
成

寺
三
十
二
代
の
位
待
。
閉
山
見
院
と
抑
制
し
、
見
政
元
年

十
二
月
十
七
日
絞
し
た
。

と
い
ふ
。
日
襟
之
を
附
い
て
露
間
叫
す
る
こ
と
三
七
日

縦
割
に
祈
制
し
て
池
町
に
臨
み
、
先
つ
供
謎
法
を
勤

行
し
た
。
時
に
天
附
れ
て
政
へ
て

m
mの
気
が
な
か

っ
た
か
ら
、
航
を
以
て
こ
升
俄
の
水
を
汲
ん
だ
が
、

そ
の
後
心
制
昏
迷
し
て
亡
滅
す
る
が
如
く
で
あ
っ

た
。
病
鮒
あ
る
占
有
こ
の
水
を
飲
み
、
X
は
之
を
控
る

に
隠
え
ぬ
こ
と
が
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
天
釈
中
の
棋

で
あ
る
と
。
日
携
が
処
し
て
何
れ
の
宗
門
に
附
し
た

か
を
知
ら
ぬ
が
、
品川似

・
裕
泌
の
跡
を
内れ
う
た
を
以

て
見
れ
ば
、
亦
天
台
の
徒
で
あ
っ
た
ら
う
。

-一ツ
h
F
イ

日

諦

日

一
地
宗
の
附
o
m
羽
咋
加
妙
成

寺
十
代
に

R
b、
刻
現
院
と
制
し
、
立
政
入
年
問

n

十
三
日
寂。

ニ
ツ
h
F
イ

自

慢

日

泌
宗
の
例
。
子
は日
間
道
、

妙
H
H
院
と
脱
す
る
。
魅
巾
に
生
ま
れ
、
下
総

MT制H
本

土
守
日
偏
の
卵
子
と
な
白
、
中
村
別
林
に
川
市
び
、
流

氷
二
年
初
咋
榔
妙
成
寺

H
一
代
に
入
山
し
、
正
徳
三

年
僻
し
て
本
土
告
に
秒
。
、
打r
保
d

ハ
可
十
二
月

H
六

円
減
し
た
。

ニ
ツ
チ
ョ
ウ
日
停

日

強
宗
の
併
o
m
引
川
端
宮

阪
の
人
。
妙
成
寺
凶
十

一
代
に
似
し
、
戒
会
院
と
取

し
、
お
永
三
年
況
月
十
一

日
絞
し
た
。

ニ
ツ
チ
ョ
ウ
日
長

日

泌

宗
の
約
o
m
羽
咋
郡
妙

成
司
叶
九
代
に
む
し
、
活

b
k

院
と

mし
た
。
安
永
三

年
九

n十
入
日
夜
。

，、
四

一

ニ
ツ
ポ
ウ
日
鳳

日
泌
宗
の

m
o
m山
院
と
脱

し
た
。
越
中
町
山
に
住
ま
れ
、
初
め
剥
宗
の
徒
で
あ

っ
た
が
、
判
じ
て
妙
成
寺
十
二
代
日
慈
に
従
ひ
、
後

松
附
談
林
に
人
b
、
医
長
五
年
妙
成
寺
十
三
代
を
裂

ぎ
、
十
三
年
退
隠
し
て
山
内
に
品
川
卓
幼
を
側
め
た
。

元
利
三
年
七
月
二
十

H
寂
。
日
闘
の
絞
附
談
特
に
在

る
附、

妙
成
寺
中
~
の
死
を
感
知
し
た
容
の
厳
然
が
あ

っ
た
か
ら
、
人
呼
ん
で
六
制
約
海
大
徳
と
言
う
た
。

ニ
ツ
テ
ン
目
薬

日

法
宗
の
品
川
。
芋
は
義
滋
、

一

ニ
ツ
ポ
ウ
日
間
品
目
諸
宗
の
例
。
字
は
峨
誠
一
。

妙
心
院
と
鋭
し
た
。
刑
制
同
郡
妙
成
脊
に

m
mし
、
誠

一
践
的
院
と
加
配
し
た
。
能
回
R
七
回
国
の
入
。
J
l

一
歳
加
到

治
三
年
四
月

H
入
日
日
偵
の
治
命
を
受
け
て
市
斐
身

一の
布
地
昌
寺
に
入
っ
て
説
妥
L
、
京
師
の
尚
一
￥
院
に
往

延
山
主
二
十
入
代
を
鍛
ぎ
、
見
文
七
年
十
且
サ一
一一日

一
き
て
日
鋭
の
室
に
投
じ
、
十
六
蹴
阪
商
談
林
に
供
ん

六
十
七
肢
で
絞
し
た
。
金
制
刊
の
陥
祭
寺
・諮
禅
寺
・深

一
だ
。
日
叫
一
智
綜
あ
っ
て
盤
洪
鎖
の
如
〈
、
佳
名
地
上

心
寺
、

越
中
の
妙
愉
寺
田
"
は
、
皆
目耐
討を
仰
い

で
附

一
の
日
郎
と
匹
敵
し
、
寛
永
十
七
年
日
篠
に
次
ぎ
て
池

山
と

す

る

。

一

都

院

十
四
代
の
主
と
な
り
、
明
隠
の
初
池
上
本
門
寺

=
ツ
テ
ン
ノ
チ
ヤ
ヤ
日
天
の
茶
屋

l
z
テ
ン

一
十
入
代
に
勝
じ
、
斑
文
三
年
六
且
七
十
肢
を
以
て
寂

ノ

チ

ヤ

ヤ

日

天

の

茶

限

。

一

し

た

。

=
ツ
ト
ウ
日
格

日
謎
宗
の
的
。
勿
阿
部
妙
成

一

寺
H
七
代
の
住
待
。
心
地
院
と
抑
制
し
、
貨
同
川
十
二
年

一

体
灯
依
光
を
諒
し
た
。
安
永
五
年
四
且
四
日
六
十
入

一

段

で

寂

。

一

エ
ツ
ト
ウ
目
陶

円

謎
回
目
の
附

o
m限
氏
。
金

一

冊
仰
の
人
で
、
仙
山
山
院
と
僻
し
た
。
羽
咋
榔
妙
成
寺
二

一

十
代

M
誕
の
弟
子
と
な
り
、
正
東
山
に

m，ひ
、
直
に

一

玄
お
を
講
じ
、
次
い
で
越
前
脇
本
妙
海
苛
に
住
み
、

一

E
泊
三
年
妙
成
寺
に
入
山
し
て
そ
の
引
二
代
を
制
法

一

し
、
平
保
元
年
三
月
六
日
寂
し
た
。

一

ニ
ッ
ト
ウ
シ
ョ
ウ
シ
ュ
ン
目
束
訟
春
山
口
制
宗

一

の
針
。
加
引
の
人

o
m
m削
麟
に
永
光

・
総
持
二
寺

一

に
従
う
て
印
可
を
栄
け
、
遂
に
総
持
寺
に
削
似
し
、

一

武
辿
の
制
光
寺
に
仙
し
た
が
、
七回地
の
制
信
が
獄
中
市

一

寺
を
建
て
る
に
及
び
、
迎
へ
ら
れ
て
そ
の
山
間
山
と
な

一

っ
た
。

二
度
の
申
渡

i
カ
イ

サ
タ
プ
ギ
ヨ
ウ
カ
イ
ソ
Y

改
作
略
行
畑
山
料
。

ニ
ネ
ン
プ
ツ
ニ
念
備

も
と
別
問
利
政
の
指
料

で
、
殺
元
作
の
刀
。
利
政
が
能
殺
に
入
部
し
た
時
、

山
町
制
山
の
お
心
坊
主
が
不
作
法
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ

で
析
。
治
て
た
所
、
念
仰
二
一
過
を
唱
へ
て
倒
れ
た
と

い
ふ
。
後
そ
の
子
直
之
か
ら
前
川
制
紀
に
献
上
し
た
。

ニ
ノ
章
二
一
一
ノ
谷
珠
洲
郡
鈴
内
の
内
の
小
字
。

ニ
ノ
ハ
ラ
一
一

ノ
原

江

沼
紛
大
土
の
内
の
小
字
o

z
ノ
マ
ル
ニ

ノ
丸

金
郡
城
一
一
，
丸
の
地
は
本
丸

の
北
方
に
援
し
、
木
丸
よ
り
は
粕
低
い
一

鼠
制
で
あ

る
。
見
永
入
年
の
災
後
、
こ
の
地
滞
侯
の
閉
山
俗
世
以

て
刷
刷
た
さ
れ
た
。

ニ
ノ
マ
ル
オ
ヒ
ロ
シ
キ
ゴ
ヨ
ウ
-
一
ノ
丸
御
庇
式

御
用

二
，
御
丸
御
閉
山
式
御
用
の
初
は
明
ら
か
で
な

い。

一苅
純
一苅
年
九
月
前

mMT左
衛
門
正
直
が
御
胤
姐

御
香
一
闘
で
之
を
粂
ね
て
ゐ
る
が
、
笛
時
は
取
に
御
腹

式
御
用
と
い
う
た
。
後
平
保
九
年
八
且
商
問
揃
右
衛

門
等
三
人
、
金
保
御
留
守
居
番
と
な
り
、
括
肢
を
勤

ニ
テ
ン
ノ
チ
ヤ
ヤ
日
天
の
茶
屋

江
泊
都
中
間

の
附
析
で
あ
る
日
天
は
、
山
巾
揃
市
川
の
入
口
で
、
も

と
そ
こ
に
茶
屋
が
あ
っ
た
。
山
中
節
に、

『送
り
ま

せ
う
か
治
ら
せ
ま

L
よ
か
。
ゼ
め
て
日
天
の
締
ま
で

も。』ニ
ド
ノ
マ
ウ
シ
ワ
h
F
シ

め
た
。
是
か
ら
御
留
司
陪
殺
の
鍛
役
と
な
白
、
別
に

大
組
問
以
下
の
物

m及
び
定
帯
御
川
河
田
地

・
組
外
の
耐

御
番
聞
か
ら
も
殺
ね
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ニ
ノ
マ
ル
オ
ヒ
ロ
シ
キ
ゴ
ヨ
ウ
生
ツ
シ
ニ
J

丸

御
庚
式
御
用
遠

山H
M
円
九
年
以
前
の
こ
と
は
明
ら
か

で
な
い
が
、
元
文
・丘
保
に
京
っ
て
そ
の
股
が
備
は

っ
た
も
の
ら
し
い
。
初
は
御
附
式
御
用
と
い

t
た
の

を
、
後
に
附
分
よ
り
勤
め
る
も
の
を
の
み
御
腕
式
御

用
と
い
ひ
。
年
士
か
ら
勤
め
る
を
御
版
式
御
用
避
と

い
う
た
の
で
あ
ら
う
。

エ
ノ
マ
ル
ゴ
テ
ン
ニ

ノ
九
御
殿

金
搾
城
内
の

滞
侯
尉
俗
は
初
め
本
丸
に
在
っ
た
が
、
立
永
八
年
四

月
十
四
日
の
災
後
之
を
こ
，
丸
の
借
地
に
帯
地
出
し
た
。

前
後
之
を
ご
，
丸
御
殿
と
黙
す
る
。
こ
の
殿
山
川
は
、

そ
の
後
元
総
九
年
に
収
録
せ
ら
れ
、
次
い
で同
H
M
円九

年
四
且
十

H
初
悦
し
、
文
化
五
年
正
且
十
五
日
又
紛

失
し
て
、
そ
の
匁
年
に
新
治
せ
ら
れ
、
明
治
二
年
十

一
月
十
七
日
開
川
知

m前
川
似
明
が
城
外
本
多
氏
の
初

郎
に
去
る
に
京
っ
た
。
後
六
年
か
ら
名
古
屋
銀
京
金

開
分
密
の
兵
舎
の
用
に
供
せ
ら
れ
た
が
、
十
周
年
一

且
十
日
午
前
二
時
失
火
に
凶
っ
て
焼
亡
し
た
。

ζ

の

浪
後
の
建
築
に
於
い
て
特
に
名
艇
の
あ
る
諸
宗
は
、

民
僚
の
附
・
此
の
間
・
怖
の
川
・
矢
天
引
の
附
・
仰
の

附
・
湖
の
附
・
英
容
の
間
・荻
の

m・
小
型
院
・制
札
口
の

川

松

の
附
・
奥
山
口院
・的
却
の

m
-mの
凶
・肢
の
川
・

紡
の
附
・御
府
間
引
門
院
・似
の
間
・磁
の
刷
・
御

R
州
針

閉
所
等
で
あ
っ
た
。

ニ
ノ
マ
ル
ノ
カ
ラ
モ
ン
ニ

ノ
丸
白
唐
門

金
内

域
内
一
一
，
丸
御
殿
の
玄
闘
前
正
而
に
在
っ
た
。
均
一
京

入
年
の
火
災
前
木
丸
に
在
っ
た
凶
門
の
市
例
に
繰
っ

て
、
同
年
一一
，
丸
に
出
向
山
聞
の
諮
問
凶
そ
命
ぜ
ら
れ
た
同

に
初
る
も
の
で
お
る
。

ユ
J
Z
ヤ

ニ

ノ
宮

山山口
州
都
校
訓
正
に
凪
す
る


